
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

八千代商工会議所（法人番号 6040005003484） 

八千代市    （地方公共団体コード 122211） 

実施期間 令和 6年 4月 1日～令和 11年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

【目標①】小規模事業者が経営の現状分析・事業計画策定・販路開拓を行い、事業領域

を拡大し、収益を増加させることを目指す 

【目標②】小規模事業者が IT を積極的に活用し、顧客サービスや業務プロセスの向上

を実現することを目指す 

【目標③】小規模事業者が地域資源を活かした新商品・サービスを開発することや、新

商品開発に向けて小規模事業者と農業者が連携したうえでそれぞれが持つ

強みを活用することを目指す 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題

を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体

での持続的発展の取組を図る 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３.地域の経済動向調査に関すること 

小規模事業者が外部環境の変化を捉えるための支援として、「経営状況アンケート調

査」や「八千代市産業のしおりの活用」を実施し、結果を公表する。 

４.需要動向調査に関すること 

小規模事業者の地域資源を活かした新商品・サービスの開発・販売に向けて、「やっ

ちブランドセレクションを活用した小規模事業者の商品調査」を実施する。また、調

査結果を活用し、商品のブラッシュアップを支援する。 

５.経営状況の分析に関すること 

小規模事業者が事業領域を拡大し、収益を増加させるために、経営の本質的な課題を

事業者自らが認識することに重点を置いた経営分析（財務分析・非財務分析の双方）

を支援する。 

６.事業計画策定支援に関すること 

「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏まえ

たうえで、小規模事業者の事業計画の策定を支援する。 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること 

前項で策定したすべての事業計画を四半期毎にフォローアップすることで、事業者の

売上や利益の増加を実現する。 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の新たな需要開拓を目的に、「展示会・商談会・交流会の出展支援」や

「ITを活用した販路開拓の個社支援」を実施する。 

連絡先 

八千代商工会議所 中小企業相談所 

〒276-0033 千葉県八千代市八千代台南 1-11-6 

TEL: 047-483-1771  FAX: 047-483-1773  E-mail: info@yachiyocci.jp 

八千代市 経済環境部 商工観光課 商工班 

〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田 312-5 新館 5階 

TEL: 047-421-6761  FAX: 047-484-8824  E-mail: syoukou1@city.yachiyo.chiba.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

(1)地域の現状及び課題 

①現状 

ア 八千代市の概況 

八千代市（以下、当市）は、東京都心から約 31km、千葉市中心部から約 13km、成田国際空港から約 26km

の千葉県北西部に位置し、面積は 51.39 ㎢（東西 8.1km、南北 10.2km）である。 

地勢は、標高 5～30m のなだらかな台地が広がり、市域のほぼ中央を新川（印旛放水路）が南北に流れ

ている。 

当市は、古くは成田・佐倉への宿場町として栄え、現在は、京成本線（大正 15 年開業）と東葉高速鉄

道（平成 8 年開業)の 7 駅がある。また、首都圏を環状に結ぶ国道 16 号線が、市域を貫いている。 

鉄道アクセスでは、日本橋駅から八千代中央駅まで東西線・東葉高速線で約 40 分、京成上野駅から八

千代台駅（快速特急・特急停車）まで約 40 分、京成成田空港駅から勝田台駅（快速特急・特急停車）ま

で約 35 分となっている。 

八千代商工会議所（以下、当所）は、当市唯一の商工団体である。 
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イ 人口 

令和 5 年 8 月 31 日時点の人口は 205,392 人である（住民基本台帳）。 

当市は、昭和 42 年に市制施行されて以降、首都圏のベッドタウンとして京成本線及び東葉高速線の鉄

道沿線を中心とした宅地造成に伴う急速な都市化が進み、人口 20 万人を超える都市に成長した。 

総人口は、東日本大震災を受けた平成 23（2011）年から平成 24（2012）年を除き、増加を続けている。

また、平成元（1989）年以降の総人口の推移を見ると、東葉高速線が開通した平成 8（1996）年以降の増

加傾向が強くなっている。 

年齢 3 区分別人口の推移を見ると、老年人口（65 歳以上）が増加傾向を続ける一方、年少人口（0～14

歳）は 2010 年をピークに増加から減少に転じ、生産年齢人口（15 歳～64 歳）は、平成 17（2005）年をピ

ークに減少に転じていたが、平成 17（2015）年以降は増加に転じている。 

また、老年人口は、平成 7（2005）年には年少人口を上回ることとなり、総人口に占める割合が令和 4

（2022）年には 25％にまで高まっていることからも、高齢化の進展が顕著となっている。 

■八千代市の人口推移（総人口の推移） 

  
出典：八千代市「八千代市人口ビジョン（令和 5 年改訂版）」（各年 3 月 31 日現在） 

■八千代市の人口推移（年齢 3 区分別人口の推移） 

  
出典：八千代市「八千代市人口ビジョン（令和 5 年改訂版）」（各年 3 月 31 日現在） 
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(b)業種別の事業所数（小規模事業所数）の推移 

当市の平成 24 年の事業所数は 5,157 社、令和 3 年の事業所数は 4,832 社である。 

 小規模事業所数は平成 24 年が 3,505 者、令和 3 年が 3,119 者であり、9 年間で 11.0％減少している。

産業別にみると、製造業（△19.7％）、宿泊・飲食業（△19.4％）、卸・小売業（△18.9％）の減少率が高

くなっている。一方、情報通信業や医療、福祉など、小規模事業所数が増加している業種もみられる。 

■業種別の事業所数及び小規模事業所数 

建設 製造
情報
通信

卸・
小売

宿泊・
飲食

医療、
福祉

他サー
ビス

その他 計

平成24年
事業所数 483 350 39 1,222 738 480 1,346 499 5,157
小規模事業所数 460 269 25 715 449 198 991 398 3,505

平成28年
事業所数 447 310 39 1,211 741 563 1,349 444 5,104
小規模事業所数 421 235 25 696 440 230 966 350 3,363

令和3年
事業所数 442 289 49 1,043 594 596 1,337 482 4,832
小規模事業所数 419 216 38 580 362 208 907 389 3,119

増減(令和3年-平成24年）
事業所数 △41 △61 10 △179 △144 116 △9 △17 △ 325

増減割合 △8.5% △17.4% 25.6% △14.6% △19.5% 24.2% △0.7% △3.4% △6.3%
小規模事業所数 △41 △53 13 △135 △87 10 △84 △9 △ 386

増減割合 △8.9% △19.7% 52.0% △18.9% △19.4% 5.1% △8.5% △2.3% △11.0%  
出典：総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」より一部加工 

  

(c)アンケートからみる管内事業者の取組 

 前述の「経営状況ア ケート」より管内事業者の取組を確認する。 

 令和 3 年度、令和 4 年度の両年度において、「商品・サービスの提供方法の見直し が最も高くなって

いる。また、「既存事業の拡大」の回答割合も高い。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に対し商品やサービスの提供方法を見直す事業者や、アフターコロナ

の局面において既存事業をさらに拡大させていく意欲のある事業者が多いことが読み取れる。 

■今後 1 年間で事業に関して予定している取組 
令和3年度 令和4年度

商品・サービスの提供方法の見直し 25.3% 24.2%
インボイス対応 — 24.0%
既存事業の拡大 17.6% 18.8%
資金調達による資金繰りの改善 14.6% 14.6%
原油・資材価格高騰への対応 — 11.3%
新たな事業への業態転換 12.0% 8.8%
新規設備投資 10.7% 8.4%
設備投資の縮小・延期 7.4% 5.8%
事業の撤退（一部含む） 4.0% 4.6%
商談会や展示会への出展 — 4.2%
BCP（事業継続計画）作成 4.1% 4.0%
その他 3.4% 2.7%
なし 32.2% 26.9%  

出典：八千代商工会議所「経営状況アンケート  
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(d)業種別の現状と課題（経営課題） 

ⅰ_商業 

当地域の現状は、モータ ゼーションの普及により大規模な駐車場を持つ郊外型の商業施設の進出が活

発になっている。商店数は減少しているが、売場面積・販売額は増加している。 

課題は、既成市街地を中心とした小規模店舗では、住民の高齢化に伴う既存顧客の購買力の減少を要因

とした売上低下が見られることから、売上拡大である。また小規模事業者は IT の利活用が遅れているこ

とから、IT を使った販売促進も課題である。 

 

ⅱ_工業 

現状は、一定規模を持った工業団地が 3 つあり、事業所数や従業者数は県内でも上位にランクされ、規

模の大きな事業所が立地していることが特徴である。 

課題は、規模の小さな事業所の廃業が多く、経営者の高齢化と円滑な事業承継が行われていないことが

挙げられる。 

 

ⅲ_観光 

現状は、海や山があるわけではなく、知名度のある建造物や遺跡等も少ないが、八千代市の 3 大祭りを

はじめとする賑わいの創出事業を行っている。 

課題は、現在行っている地域資源の掘り起こしや、商工業と農業など産業間の連携をさらに進めていく

ことである。 

 

オ 八千代市第 5 次総合計画 

「八千代市第 5 次総合計画（令和 3 年度～令和 10 年度）」の商工・観光部分は下表のとおりである。 

前期基本計画を小規模事業者支援の視点でみると、①商業では、身近な買い物の場、交流の場としての

商店街の存続のため、消費者ニーズに対応できるよう、時代に促した商業の振興を図る、②工業では、商

工業会議所などの関連機関と連携し産学官連携などを通じた産業基盤の強化や技術開発力の向上を図る

ことを掲げている。 

■基本構想（令和 3 年度～令和 10 年度） 

将来都市像 人がつながり 未来につなぐ 緑豊かな 笑顔あふれるまち やちよ 

基本理念 『誇りと愛着』 『共生と自立』 『安心と安全』 

将来都市像の実現に

向けた 5 つの柱 

（商工・観光部分） 

5 産業が元気なまちづくり 

本市の産業振興を図るため、経営基盤の強化や地域との連携を図りながら、

様々な地域資源を活用して各産業が発展することで地域経済の活性化を図

るとともに、誰もが生きがいを持って働くことができる就業・雇用機会の確

保に努め、「産業が元気なまちづくり」を推進します。 

■前期基本計画（令和 3 年度～令和 6 年度） 

第 5 章 産業が元気なまちづくり 

第 2 節 商工業 

1 商業の振興 

①新たな事業展開や経営力強化に向けた支援 

②にぎわいのある商店街の形成 

③商店街環境整備の促進 

2 工業の振興 

①既存工業の活性化の促進 

②新たな事業展開や経営力強化に向けた支援 

③異業種交流の促進 

④良好な操業環境の促進 
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カ 八千代市産業連携ビジョン 

八千代市では観光を農商工の架け橋とする「農商工観の連携により相乗効果を得る」ことを目標に、「八

千代市産業連携ビジョン（令和 3 年度～令和 10 年度）」を作成している。 

■八千代市産業連携ビジョン（令和 3 年度～令和 10 年度） 

ビジョンの目標 

農商工観の連携により相乗効果を得る 

施策の実現に向けた 5 つの柱 

 施策の柱① 産業間のコミュニケーションの活性化 

 施策の柱② 地域産業資源の活用 

 施策の柱③ 既存施設等の活用  

施策の柱④ 後継者対策 

施策の柱⑤ 各種支援制度の活用 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず、人口をみると、当市は、昭和 42 年に市制施行されて以降、首都圏のベッドタウンとして京成本

線及び東葉高速線の鉄道沿線を中心とした宅地造成に伴う急速な都市化が進み、人口約 4 万人から 20 万

人を超える都市に成長した。一方、八千代市の推計によれば、令和 11（2029）年に、人口減少局面に転じ

ることが予測されている。小規模事業者においても、この人口減少局面に対応するための事業の見直しが

課題となる。 

さらに、年齢 3 区分別人口をみると、高齢化率が上がり消費構造が変化していくことから、この変化へ

の対応が課題となる。また、近い将来に生産年齢人口が減少傾向に転じ、働き手が不足することが予測さ

れることから、生産性向上などによる人手不足への対応が課題である。 

特産品をみると、当市には、100 年の歴史がある梨や、国の指定産地となっている人参、その他農作物

等の特産品がある。また、当所及び八千代市では、当市の地域資源や自然・歴史・文化・景観等を活用し

て考案され、なおかつ当市のイメージアップにつながる品を「やっちブランドセ クション」として認定

している。小規模事業者においてもこれら特産品を活用した商品の開発・販売や、「やっちブランドセレ

クション」に関する商品開発などが期待されている。 

業種別の景況感をみると、全体として新型コロナウイルス感染症の影響から回復傾向にはあるものの、

それでも売上高 DI 値がマイナス値となっており、売上高が減少している事業者が多いことが読み取れる。

小規模事業者のなかには環境の変化に合わせたビジネスモデルの転換等を行えていない事業者も多く、こ

の結果、管内全体として売上が減少している事業者の割合が高くなっている状況であると推測できるた

め、小規模事業者の環境の変化に応じたビジネスモデルの転換等による経営力強化が課題となる。 

業種別の事業所数をみると、小規模事業所数は平成 24 年が 3,505 者、令和 3 年が 3,119 者であり、9

年間で 11.0％減少している。また、産業別にみると、製造業（△19.7％）、宿泊・飲食業（△19.4％）、卸・

小売業（△18.9％）の減少率が高くなっている。規模の小さな事業所の廃業が多く、経営者の高齢化と円

滑な事業承継が行われていないことから、地域の活力維持のために、事業承継が課題となる。また、新規

創業の促進も地域の課題となっている。 

ア ケートからみる管内事業者の取組をみると「既存事業の拡大」との回答が、令和 3 年度で 17.6％、

令和 4 年度で 18.8％と高くなっている。事業拡大に意欲的な事業者が 2 割程度みられることから、これら

の事業者がしっかりと事業拡大できるように支援することが、当所としての課題となる。 

当所が考える業種別の課題をみると、①商業では売上拡大や IT の利活用、②工業では経営力強化によ

る事業継続、事業承継、③観光では地域資源の掘り起こしや商工業と農業など産業間の連携が課題である。 
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そして、事業を次世代に継承していくために必要なプラットフォーム的な役割も担う。 

そのために①小規模事業者との連携強化、②創業者の育成強化、③次世代への事業の円滑な引継ぎ

支援、④事業者と事業者、大学、支援機関など連携支援強化を実施するとともに、⑤地域ブランドの

育成強化により地域振興にも努める、そして⑥商工会議所内の情報共有化をすることにより、組織一

丸で対応していく。 

これらは、きめ細やかな伴走型支援の実施の上に成り立つものであり、同時に行政や他の支援機関

等と連携を深め、地域一丸となって取り組んでいき、地域経済の振興並びに小規模事業者の持続的発

展の推進を通じて、地域全体に賑わいを創出していく。 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

(1)地域の現状及び課題、(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえた上で、今後 5 年間

の事業実施期間で取り組む下記の 4 つの目標を設定する。 

〈目標〉 

【目標①】小規模事業者が経営の現状分析・事業計画策定・販路開拓を行い、事業領域を拡大し、収益を

増加させることを目指す 

【目標②】小規模事業者が IT を積極的に活用し、顧客サービスや業務プロセスの向上を実現することを

目指す 

【目標③】小規模事業者が地域資源を活かした新商品・サービスを開発することや、新商品開発に向けて

小規模事業者と農業者が連携したうえでそれぞれが持つ強みを活用することを目指す 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、

地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

〈地域への裨益目標〉 

上記【目標①】～【目標④】により、小規模事業者の経営基盤の強化を図ることや、地域ブランドの活

性化を図ること、就業・雇用機会を確保することで、「産業が元気なまちづくり」の実現に寄与する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①達成のための方針】 

小規模事業者が事業領域を拡大し、収益を増加させるために、まずは経営分析により各事業者の現状（経

営状況）を明らかにする。経営分析では、財務データ等からみえる表面的な経営課題だけでなく、事業者

との対話と傾聴を通じて経営の本質的な課題を事業者自らが認識することに重点を置く。 

次に、分析結果を活用しながら、事業領域を拡大させるための方向性を定め、結果を事業計画にまとめ

る。さらに、策定後は伴走型でフォローアップを行い、事業計画を実現させる。 

また、「展示会・商談会・交流会の出展支援」等により販路開拓を支援する。 

 

【目標②達成のための方針】 

小規模事業者が IT を積極的に活用し、顧客サービスや業務プロセスの向上を実現するために、前項の

各支援段階において IT の利活用支援を実施する。具体的には、①経営分析支援の際に、事業者のデジタ

ル化・IT 活用の状況を分析する、②事業計画策定支援の際に、IT 関連セミナーや IT 専門家派遣を実施す

る、③販路開拓支援の際に、「IT を活用した販路開拓の個社支援」を実施する。 

また、効果的な支援に向けて、当所内においても IT・デジタル化支援能力の資質向上を図る。 

 

【目標③達成のための方針】 

小規模事業者が地域資源を活かした新商品・サービスを開発（ブラッシュアップ）するために、「やっ

ちブランドセレクションを活用した小規模事業者の商品調査」での需要動向調査を実施する。調査結果を

活用した商品のブラッシュアップにあたっては、経営分析や事業計画策定を実施し、経営指導員が伴走型

で支援する。 

また、「展示会・商談会・交流会の出展支援」等により販路開拓を実施するなど、開発から販路開拓ま

でワンストップで支援を行う。 

 

【目標④達成のための方針】 

経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で、経営力再構築伴走支援モデルによる支援を

実施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員との対話を通

じて、事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在力を引き出す。 

 また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を実施する。 

 

 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容  
 

3.地域の経済動向調査に関すること 

(1)現状と課題 

【現状】 

現在、管内の小規模事業者を取り巻く経営環境は常に変化している。小規模事業者が経営環境の変化に

適応するためには、まずはこの外部環境の変化を捉える必要がある。当所ではこれまでも、市内の経済動

向に関するデータ収集をしてきたが、分析・公表が十分でなく、小規模事業者にそのデータが届いていな

かったという現状がある。 
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担当外の職員でも一定レベル以上の対応ができるようにするとともに、支援ノウハウを蓄

積し、組織内で共有することで支援能力の向上を図る。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和 5 年 11 月現在】 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

         

業務推進室 中小企業相談所

 一般職員 3名  法定経営指導員 1名

 臨時職員 2名  経営指導員 4名

 補助員    2名

 記帳指導員 1名

八千代市

経済環境部

商工観光課

専務理事

事務局長

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 市川 貴幸 

連絡先： 八千代商工会議所 TEL. 047-483-1771 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒276-0033 

千葉県八千代市八千代台南 1-11-6 

八千代商工会議所 中小企業相談所 

TEL： 047-483-1771 ／ FAX： 047-483-1773 

E-mail： info@yachiyocci.jp 

 

②関係市町村 

〒276-8501 

千葉県八千代市大和田新田 312-5 新館 5 階 

八千代市 経済環境部 商工観光課 商工班 

TEL： 047-421-6761 ／ FAX： 047-484-8824 

E-mail： syoukou1@city.yachiyo.chiba.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

必要な資金の額 14,030 14,030 14,030 14,030 14,030 

 1 指導事業費 500 500 500 500 500 

 2 地域産業活性化事業費 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 

 3 経営強化支援事業費 4,170 4,170 4,170 4,170 4,170 

 4 販路開拓支援事業費 2,910 2,910 2,910 2,910 2,910 

       

       

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

国補助金、千葉県補助金、八千代市補助金、商工会議所会費 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


